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１．議論の整理

⑴　官民連携手法の整理
　公共施設マネジメントの出口における有効な手段

として、官民連携事業は着目されている。こうした

「官」と「民」の関係の大きな変化が日本社会にも

たらされることとなった契機の一つに、平成11年に

制定された「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（PFI 法）」により、公

共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用して行う PFI 手法

が導入されたことが挙げられる。内閣府によると、

平成28年３月末日時点までの累計で、同手法を導入

した事業数は527件、事業費は４兆8,965億円に及ぶ。

　また、平成15年には地方自治法改正により指定管

理者制度が導入され、従来は、公の施設の管理につ

いて地公体が出資した法人、公共団体および公共的

団体に限定されていたものが、民間企業を含めて実

施できるようになった。このように、公共施設等の

運営においても、官民連携の手法は広がりを見せて

いる。

　図表１は官民連携事業を公共サービスの提供にお

いて何らかの形で民間が参画する手法を幅広く捉

え、資産保有と事業運営とにより官民の事業を分類

したものである。その違いにより、公共事業（公設

公営）、民間事業（民設民営）、公設民営、民営公営

の４つに分けられ、いずれの分類においても官民連

携事業が存在している。

⑵　今回のテーマ
　本シリーズでは、公共施設等の複合化の実現に向

けた方策を様々な角度から論考してきた。第２回で

は複数の公共施設を複合化することで稼働率が高い

施設を実現し、中心市街地の活性化にも寄与しつつ

ある事例として「アオーレ長岡」を紹介した。ア

オーレ長岡は資産保有、事業運営いずれにおいても

公共が主体となっている公設公営事業であるもの

の、設計段階から市民が検討に参画していること、

また実際の運営においても、市民をはじめとした

「民」の参画により活発な活用が図られ、ひいては

地域の活性化につながっていることなど、実質的に

は官民連携事業である。

　第３回並びに今回は、運営面に着目している。第

３回では、維持管理運営費を含む LCC において経

費削減効果の測定が重要であることに着目し、水道

光熱費などの需要に応じた供給をマネジメントする

エネルギーマネジメントの可能性について、実際に

民間企業によって進められている取組みを紹介し

た。なお、第３回で紹介した２つの事例は民設民営

施設である。いずれも多くの市民が集う場として公

運営面から見た複合化の課題
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図表１：官民連携事業イメージ

（出所）日本経済研究所作成
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共的な性格を有している施設であり、計画段階から

「官」と協力しながらまちづくりや災害時の安全・

安心の確保等に取り組んでいるなど、官民連携事業

の性格を有している。

　続く今次調査では、「官」と「民」という主体の

複合化の推進という視点から、事業運営における官

民連携について、その効果と課題を見ることとする。

⑶　事例紹介
　大阪城公園パークマネジメント事業は、事業運営

において複合化を推進している官民連携事業であ

り、公共が設置した施設を民間が運営する公設民営

事業である。大阪市（以下「市」とする。）は、同

公園を含む大阪城・大手前・森之宮地区の世界的観

光拠点化を目指すにあたり、日本初の観光拠点型

PMO（公園を一体管理し、新たな魅力向上事業を

実 施 す る 民 主 体 の 事 業 者：Park Management 

Organization）を導入し、総合的なマネジメントを

行い、レストラン・売店等を民間活力により再編する

ほか、重層的に存在する歴史資源を活用した新たな

観光スポットを創出することを目指している。

２．�大阪城公園パークマネジメント事業の
概要

⑴　施設の特色並びに今次プロジェクト実施の経緯
　大阪城公園は、市の中央に位置する広大な都市公

園（歴史公園）であり、登録文化財である大阪城天

守閣等の歴史公園としての魅力を象徴する施設と、

大阪城音楽堂等、様々な施設から構成されている。

　大阪城天守閣は昭和６年に大阪市民の寄附で再建

され、昨今では平成７年から９年にかけて大規模な

改修工事が行われて現在の姿となっているが、古く

から市民の城として親しまれてきた建物であり、大

阪のシンボルともいうべき存在である。

　本事業の背景には、府市が策定した「大阪都市魅

力創造戦略」（平成24年12月）の中で、大阪城エリ

アが重点エリアの一つに位置付けられ、世界的観光

拠点化を推進し、さらなる魅力向上事業を実施する

こととされたこと、市が策定した「特別史跡大坂城

跡保存管理計画」（平成25年３月）においても、特

別史跡としての価値を活かした歴史観光の魅力向上

を図ることとされたこと、こうした動きの中で、大

阪城公園の世界的観光拠点化の必要性に対する認識

が高まったことがあげられる。

　また、同戦略において、市は「民が主役、行政は

サポート役」との基本的な考えを合わせて示し、民

間事業者の柔軟かつ優れたアイデアや活力を導入

し、世界的な歴史観光の拠点に相応しいサービスの

提供や、新たな魅力の創出を図るため大阪城公園に

おいて日本初の観光拠点型 PMO を導入することを

明らかにした。

図表２：施設概要
住　　所 〒540-0002　大阪市中央区大阪城

面　　積 105.6ha

主な施設
大阪城天守閣、豊松庵、大阪城音楽堂、大阪城野球場、大阪城ホール※、
大阪市立修道館※、大阪城弓道場※、豊国神社、ピースおおさか※　等
※ PMO 管理対象外施設

定 休 日 なし（但し、園内各施設は各休館日設定有）

料　　金 入場無料（但し、園内各施設利用料設定有）
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⑵　事業者の選定
　市は平成26年６月に「大阪城公園パークマネジメ

ント事業者」の公募を行った。公募の結果、図表４

の企業で構成される「大阪城パークマネジメント共

同事業体」が PMO 事業者として選定された。広告

代理店を中心に、マスコミ、施設の整備、管理運営

を担う企業で構成されており、さらに今後実施され

る魅力向上事業の具体化に際しては、例えば飲食・

物販を担う企業等、さらに様々な主体がテナント等

として関与し、そのノウハウが活用されていくこと

が期待される。

　なお、選定された事業者が魅力向上事業として、

提案した事業内容は図表５のとおりである。大阪城

の歴史をテーマにした施設など大阪城公園の歴史

図表３：公園案内図

（出所）大阪城パークセンターホームページ（http://osakacastlepark.jp/index.html）
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図表４：選定時における事業者の構成
代 表 者 株式会社　電通　関西支社

構 成 員 讀賣テレビ放送株式会社、大和ハウス工業株式会社　大阪本店、
大和リース株式会社、株式会社 NTT ファシリティーズ

的・文化的価値を活かした計画となっており、特別

史跡大坂城跡の文化財を重視した提案となっている

ことや、歴史公園という性格を持つ都市公園として

の役割について、理解したうえでの提案となってい

ることなどが評価された。

⑶　今次事業の特色
①民による長期一体的な管理運営の実施
　PMO 事業者は、平成27年４月１日から平成47年

３月31日までの20年間に亘り、大阪城公園にある複

数施設（大阪城公園及び他５公園施設）を一体的に

管理運営する指定管理者であり、かつ既存施設の活

用（もと市立博物館、大阪迎賓館、もと音楽団事務

所）及び新たな施設の設置運営（森ノ宮駅前エリ

ア、大阪城公園駅前エリア等）、さらにアクセス向

上策やイベントの実施を行う。市はあくまでもサ

ポート役として関与するのみである。

　このように大阪城公園内にある多様な施設につい

て、公の施設は指定管理者に管理運営を委ねるとと

もに、入場料収入を PMO 事業の収益とする。同時

に、既存施設の活用や新たな公園施設の設置・管理

については、PMO 事業者が自らの責任のもとに投

資を行い、その魅力の向上を図り、来訪者を増やす

ことで収益を確保し、20年間という事業期間を通じ

てその投資を回収することとなっている。

②広域化の視点
　PMO 事業者がサービスを提供する来園者は、大

阪市民にとどまらず、国内各地、さらに海外からも

訪れる。後述するように、そうした来園者の増加に

対応するために、観光バス駐車場の整備や、外国語

対応の拡充等、様々な投資も行われている。

　このように、大阪城公園は大阪市という一つの地

公体が管理する公共施設ではあるが、世界的観光拠

点化を目指すという方針のもとに、そのサービスの

対象は市民を含むすべての来園者へと広域化してい

る。またそうした広い対象に対しサービスを提供す

ることが、結果的には大阪城天守閣への入場料収入

や、園内外における施設利用の増加等による事業収

益の確保、さらには後述する PMO 事業者から地公

体への納付金の支払を通じた地域財政への貢献にも

つながっているという特徴もある。

③市財政への貢献
　PMO 事業者は、公園や公園施設（新たに設置す

る施設を含む）の管理に必要な経費について施設の

利用料金収入や事業収入で賄い、市からの指定管理

業務代行料の支払はない。さらに、基本納付金と変

動納付金を市に納めることが義務付けられている

（図表７）。

　本事業の実施に伴い、市は管理費用の負担がなく

なり、さらに大阪城公園の運営を通じて得られる収

益の一定割合を公募段階で PMO 事業者が提案した

「変動納付金」として受け取ることができる。すな

わち、官民連携手法の導入により、大阪城公園にお

ける管理運営の効率化と資産の活用が図られると同

時に、設置者である地公体にとって収益をも生み出

しているのである。

⑷　事業開始後の状況
　事業開始から２年目を迎える平成28年７月の大阪

城公園では、売店がリニューアルされ、また新たに
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（出所）大阪市「大阪城公園パークマネジメント事業　提案事業の概要」
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図表５：魅力向上事業における提案の概要

①旧第四師団司令部庁舎（もと大阪市立博物館）
　 　大阪城を訪れる観光客をはじめとした多くの方々

を満足させる、大型利便施設。
　１階 …… 物販、カフェ、レストラン
　 ２・３階 ……  パーティースペース、国際会議場、

多目的スペース
　 屋上 ……  テラス（カフェバー、緑化）
　 地下 …… レストラン
②大阪迎賓館
　 　パーティースペースとして活用、通常はカフェ、

レストランとして活用
③もと音楽団事務所
　 　PMO の拠点となる総合事務所として活用、パー

クコンシェルジュなど観光案内機能を充実させる。
④大阪城公園駅前エリア
　 サムライ体験テーマパーク
　　 ……  歴史体験できる施設、本丸、天守閣に通じ

る動線として、大阪城の持つ歴史的文化的
魅力を増幅させる施設。

　 仲見世事業
　　 ……  江戸・上方を再現した店舗による物販・飲

食事業。
⑤森ノ宮駅前エリア
　 森の屋台村
　　 ……  公園の景観に配慮しながら、仮設のテント

を用いた屋台群、テーマを変えながら魅力
を創出する。世界中の文化・歴史を体感で
きる。

⑥その他事業
　 　公園内外をつなぐルートと園内ルートでの巡回バ

ス事業、重要文化財をめぐる櫓めぐりの道事業、ラ
ンニングステーション。
⑦大阪市への納付金
　 　事業収支の中から基本納付金として、固定額（２

億2,600万円）を大阪市に納付する。
　 　さらに、大阪城公園パークマネジメント全事業の

収益から、７％（約2,000万円～9,000万円）を変動
納付金として還元。
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図表７：市が公募時に示した納付金にかかる要件

基本納付金
　PMO 事業者は、公募時の実績に基づく収支状況から市が定めた額を基本納付金として納付する。
　平成27年度から平成29年度まで　226,000千円
　平成30年度以降　　　　　　　　260,000千円

変動納付金

　PMO 事業者は、基本納付金を超える収益が得られた場合の、市へ納付する「変動納付金」を提
案する。変動納付金の提案は、得られた収益のうち市へ納付する割合を基本とし、明確かつ簡素な
方法により提案する。
　ただし、変動納付金の算出根拠をもとに評価を行うが、実現可能性が低いと認められる提案に対
しては、評価を行わない場合がある。

（出所）大阪市「大阪城公園パークマネジメント事業者（大阪城公園及び他５施設の指定管理者）募集要項」

図表６：PMO事業者の業務範囲イメージ

（出所） 大阪市「大阪城公園パークマネジメント事業者（大阪城公園及び他５施設の指定管理者）募
集要項」別紙１　PMO 概念
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ロードトレインによる移動交通手段の提供や、お濠

から大阪城を見上げることのできる大阪城御座船な

どの新たなサービスの提供も開始されていた。

　事業の初年度にあたる平成27年度は、大阪城天守

閣の入場者数が230万人を超える（前年に対し27％

程度増加）など、急激に増加する結果となった年度

である。特に有料人数が増えている（前年に対し

32％程度増加）ため、その収益に大きく貢献してい

る。この背景には、平成26年度来のアジア地域を中

心とした外国人観光客の増加などがあったと大阪城

公園パークマネジメント事業の平成27年度事業報告

書でも指摘されている。

　そうした外国人観光客への対応として、改札・イ

ンフォメーションにおける外国語対応及び音声ガイ

ドコンテンツの拡充をはじめとして、外国語表記の

充実や館内放送における多言語化なども進められ、

多様な来訪者に対するサービスの向上が図られた。

迅速に対応したことで、外国人観光客の急激な増加

という機会を最大限に活かすことができたと同時

に、来園者に対するサービスが結果として地域の魅

（写真１）新しくなった売店
（筆者撮影）

（写真２）御座船の乗船券売場と利便施設等
（筆者撮影）

図表８：大阪城天守閣入場者数の推移

（出所） 大阪城パークマネジメント共同事業体「大阪城公園パークマネジメント
事業　平成27年度事業報告書」
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力向上につながっていると考えられる。

⑸　新たに発覚した課題と対応
　大阪城公園において、PMO を導入する前は、一

部の公の施設について指定管理者制度を導入しては

いたものの、基本的に市が公園全体の管理運営を

担っていた。一方、PMO 導入後は、PMO 事業者

が指定管理者として公の施設の管理運営を行うと同

時に、大阪城公園の観光拠点化に向けて、全体的な

管理運営に加え、新たな魅力ある施設の整備や、既

存の未利用施設の活用を含め、魅力向上へ向けた取

組みを主体的に行うこととなっている。

　前述した効果が見られた一方で、来場者数の増加

は必ずしもプラスの側面ばかりではなく課題ももた

らしている。増え続ける観光バスを収容できるだけ

の駐車場がなかったため、大阪城公園周辺で、観光

バス渋滞が発生する事態となっていたのである。そ

こで、PMO 事業者は、まず臨時乗降場を運用する

とともに、普通車駐車場をバス駐車場に変更した。

そして、新しい駐車場を整備し、平成28年１月15日

からは94台のバス駐車場、２月15日からは171台の

新設普通駐車場の運営を開始した。PMO 導入によ

る運営体制の変化が、こうした機動的な対応を可能

としたものと考えられる。

　同時に、トイレの清掃や、除草業務、東外堀の藻

の発生については十分な対応ができていなかったと

の指摘が、市が公表した平成27年度施設管理に対す

る評価シートに示されている。これについては、

PMO 事業者が当初想定していた以上の業務量が発

生する一方、それに対応しきれていなかった結果の

ようである。

　なお、こうした事態は、前述した来場者数の増加

に伴う影響等に加え、提案時点での業務量の見積も

りの難しさという背景もあった。提案時点におい

て、管理運営にどの程度費用が掛かるのか、応募者

が適正に把握できるよう、市は大阪城公園維持管理

経費一覧等を公表するなど、情報の開示に努めてい

る。その結果、応募者側も比較的必要な費用が把握

できていたとのことであったが、事業者ヒアリング

によれば、市直営の公園全体の管理に係る人件費も

含まれていれば、想定される業務量の把握が一層明

（写真３）新しく始まったサービス：大阪城御座船
（筆者撮影）

（写真４）大阪城公園内移動交通システム
ロードトレイン 　　

（筆者撮影）
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確となったであろうとのことであった。

　広大な公園の管理という、民間企業にとっては初

めての分野であると同時に、事業運営を通じて収益

を生み出すことが PMO 事業者の命題の一つであっ

たため、効率化が求められる、という背景があった

ことなどもこうした事態の背景にあると推測され

る。その対応として、例えば市から職員数や従事日

数等の情報を開示することも有効であったのではな

いかと考えられる。

　民間活力を導入するということは、地公体に替

わって民間企業が事業として実施することであり、

その実施に当たっては自らの業務として担う部分も

あれば、外注に出す部分もある。そういった構成を

考えながら、利益の最大化を図る、という特性を理

解し、発注者である公は民間が実施しやすいスキー

ムを構築するとともに、十分な情報を得られるよ

う、前向きに対応することが重要である。

⑹　行政からの評価
　今次調査に際し、市担当者への聞き取り調査も実

施しているが、観光産業を成長産業としてとらえ、

公共が所有している施設であっても、民のノウハウ

によりさらに活用することが有効であり、活用でき

る施設については積極的に活用していきたいといっ

た姿勢が明確であった。

　なお、大阪城公園に対する平成27年度施設管理に

対する評価シートにおいても、「維持管理の面では

なお改善されたい点が見られるが、特色ある自主事

業を実施し、今までにない大阪城公園のサービス向

上につながった。利用者満足度も目標を超える満足

の回答を得ており、評価できる。」との総合評価が

なされている。そうした経験が公のインセンティブ

となり、さらなる官民連携事業の展開にも作用して

いくものと考えられる。

３．次への展開

⑴　事例からの示唆
　公共施設マネジメントの出口においては、現在の

経済社会情勢を踏まえ、公共施設の縮小方向に進む

傾向が強いが、今次調査における大阪城公園のよう

に、収入の増加につながる可能性を見極め、さらに

事業運営において官民が複合化することで、拡大を

図ることも考えられる。

　まちにある資源について、官民の区別なく多様な

主体がどのように関わり、複合化しながらサービス

を提供することが有効なのか。それらを当該地域に

図表９：PMO導入前後の変化
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おけるまちづくりにどのように活かすのか。まちづ

くりの視点に立ち、改めて考えていくことが重要で

あるといえよう。

⑵　複合化等における運営の課題
　今次調査の対象とした大阪城公園パークマネジメ

ント事業においては、運営の複合化において、公の

戦略と運営を担う民の考え方の事業における目線が

合い、官民で目的を共有化できていたことで、新た

に発覚した課題等についても適切な対処が可能で

あったものと考えられる。このように、運営を遂行

する過程で、想定していなかったことが発生するこ

とは、その影響の多寡はあれ数多くあるものと想定

され、そうした不慮の対応を行う際に、官民が目的

を共有化できていることは不可欠と考えられる。

　このように官民で目的が共有化されていた事業で

あっても、運営を民が担う体制になるということは

どういうことなのか、想定が難しい部分もあった。

特に業務量については、サービス水準との関係にお

いて、把握が難しいと思われる。こうした想定が難

しい課題に対応するためには、官民が公募選定時の

みならず、事業運営開始後においても対話を継続

し、それぞれの役割に基づき、適切な対応に努める

ことが重要であると考えられる。

⑶　本シリーズの論点からの再評価
　本シリーズでは、第１回において、次の３つを論

点として設定し、公共施設の複合化の実現に向けた

方策を様々な角度から論考してきた。

論点１：目的の明確化と合理的な意思決定

論点２：地域における公共機能の維持と長期の利用

論点３：地域を挙げた取組み

　上記の論点との関係では、まず第１に市が PMO

導入の目的を明確化し、「民が主役、行政はサポー

ト役」との基本的な考え方の基に、事業スキームを

設定した。民もそうした公募事業に対して自らのノ

ウハウを活かし、運営の効率化と魅力向上の両面か

ら提案を行った。その結果、それぞれの合理的な意

思決定につながり、事業効果の底上げにつながった

ことを考えると、官民双方の目的の明確化が極めて

重要になってくる。

　また、そうした事業の実施が地域における公園と

いう公共機能の維持につながり、さらに取組みが地

域へ広がっていくことで、地域を挙げた取組みとな

り、その効果が広域に波及している。

　特に今次調査において取り上げた大阪城公園は国

内外から広く訪れるまちのシンボル的な施設であ

り、こうした施設への来園者が増えるとともに、

サービスが向上することで満足度が上がることは、

市のみならず、府全体さらには関西といった広域で

のイメージ向上にもつながるものと考えられる。

　今後はより俯瞰的な視点を持って、広域的な視点

から、長期的な公共施設の活用を考えることが重要

になってくると考える。


